
刑
事
手
続
に
関
す
る
憲
法
規
定
に
お
け
る
人
権
主
体
に
つ
い
て

（65）刑事手続に関する憲法規定における人権主体について

は
じ
め
に

　
本
号
は
新
入
生
向
け
の
特
集
号
な
の
で
、
憲
法
学
と
は
何
か
と

い
う
よ
う
な
、
一
般
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
が
、
本
当
は
適

当
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
た
め
の
時
間
の
余
裕
が

な
い
の
で
、
特
殊
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
特
殊
な
問

題
を
通
し
て
、
憲
法
学
の
一
端
に
触
れ
、
今
後
の
憲
法
挙
の
勉
強

の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ぱ
と
願
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
特
殊
な
問
題
と
し
て
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
憲

法
規
定
に
お
け
る
人
権
主
体
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
従
来
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
を
中
心
と

す
る
主
体
と
さ
れ
て
き
た
。
刑
事
手
続
規
定
に
お
け
る
主
体
で
あ

る
以
上
、
被
凝
者
・
被
告
人
を
中
心
と
す
る
主
体
で
間
違
い
で
は

浦
　
　
田

郎

な
い
。
ま
た
、
被
疑
者
・
被
告
人
を
申
心
と
す
る
だ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
若
干
の
主
体
も
問
魑
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

被
疑
者
．
被
告
人
を
中
心
と
す
る
主
体
と
い
う
考
え
か
た
に
、
実

際
に
は
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
広
く
主
体
を
と
ら

え
る
可
能
生
が
押
さ
え
ら
れ
、
各
規
定
の
主
体
を
必
要
以
上
に
被

疑
者
．
被
告
人
に
固
定
化
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
結
論
と
し
て
、
被
疑
者
に
な
る
前
の
主
体
、
被
疑
者
、
被
告
人
、

判
決
確
定
後
の
主
体
に
至
る
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
全
過
程
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

体
が
、
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

適
法
手
続
主
義

ユ
　
従
来
の
解
釈

日
本
国
憲
法
三
一
条
は
、
「
何
人
も
、
法
偉
の
定
め
る
手
続
に



一橋諭叢　第99巻　第4号　（66〉

よ
ら
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ

の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
L
と
規
定
し
て
い
る
。
適
法
手
続

主
義
を
定
め
る
こ
の
規
定
は
、
人
身
の
自
由
と
刑
事
手
続
に
関
す

る
総
則
と
さ
れ
て
き
た
。
多
数
説
に
よ
。
れ
ぱ
、
そ
の
適
法
手
続
主

義
は
手
続
・
実
体
に
関
す
る
法
定
・
適
正
を
要
求
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
二
二
条
を
広
く
と
ら
え
る
考
え
か
た
に
対
し
て
は
批
判

も
あ
る
が
、
多
数
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
要
点
だ
け
あ
げ
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
な
理
由
を
指
摘
で
き
る
。
①
三
一
条
の
「
法
律
」
は
、

人
権
の
最
大
限
尊
重
を
要
求
す
る
ニ
ニ
条
の
観
点
か
ら
、
適
正
で

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
手
続
的
保
障
と
実
体
的
保
障
が
結
合
し

て
、
初
め
て
適
法
手
続
主
義
は
実
効
的
な
も
の
と
な
る
。
⑥
財
産

権
を
過
度
に
保
謹
す
る
危
険
性
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
規
定
を
有

す
る
二
二
条
と
二
九
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
一
三
条
は
「
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、

刑
事
手
続
に
関
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ

の
上
で
、
多
数
説
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
殊
性
に
応
じ
た
例

外
を
認
め
た
上
で
適
用
し
、
準
用
説
ま
た
は
類
推
適
用
説
を
と
っ

て
い
る
。

　
2
人
権
の
手
続
的
保
障
に
関
す
る
総
則
と
し
て
の
一
三
条

　
し
か
し
、
手
続
の
種
類
を
問
わ
ず
、
人
権
の
手
続
的
保
陣
は
不

可
欠
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ぱ
、
三
一
条
は
人
権
に
関
す
る
す

ぺ
て
の
手
続
に
お
け
る
適
法
手
続
主
義
を
定
め
て
い
る
と
見
る
ぺ

き
で
札
犯
・
三
一
条
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
の
独
、
通
常
刑
事

手
続
と
行
政
手
続
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
三
条
が
人
権
に
関
す
る

す
べ
て
の
手
続
を
対
象
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
い
立
法
．
行
政
．

司
法
の
手
続
が
す
べ
て
問
題
に
な
る
。
国
政
調
査
手
続
（
六
二

条
）
を
考
え
れ
ば
、
立
法
手
続
も
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
司
法
手
続
に
お
い
て
は
、
刑
事
事
件
や
行
政
事
件
だ
け
で

は
な
く
、
民
事
事
件
も
問
題
に
な
り
う
る
。
例
え
ぱ
、
証
人
の
供

述
拒
否
権
（
三
八
条
一
項
）
は
民
事
事
件
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
＝
二
条
が
入
権
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
手
続
を
対
象
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
ま
ず
三
一
条
の
文
理
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
一
一
二
条
は
、

「
刑
罰
に
よ
る
場
合
と
行
政
権
に
よ
る
場
合
の
両
者
を
合
み
、
そ

の
刑
罰
の
部
分
に
対
応
し
て
、
『
そ
の
他
の
刑
罰
』
と
規
定
さ
れ

た
誌
一
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
三
条

の
基
本
的
な
趣
旨
は
、
「
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
（
な

い
）
」
と
す
る
前
半
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
「
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

科
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
後
半
は
二
義
的
意
味
し
か
持
た
な
い
。
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（67）　刑事手続に関する憲法規定における人檎主体について

そ
の
場
合
、
「
そ
の
他
の
刑
罰
」
は
財
産
刑
を
意
味
す
る
。
刑
罰

・
と
し
て
「
自
由
を
奪
う
」
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
財
産
刑
を
含
む
。

し
か
し
、
用
語
法
と
し
て
は
通
常
自
由
刑
を
意
味
し
、
財
産
刑
を

含
ま
な
い
。
そ
こ
で
、
念
の
た
め
に
、
「
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ

ら
れ
な
い
」
と
い
う
文
言
を
付
け
加
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

　
さ
ら
に
、
手
島
氏
の
指
摘
を
基
礎
に
、
三
一
条
が
置
か
れ
て
い

る
体
系
的
位
置
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
み
た
い
。
三
一
条
が
人
権

に
関
す
る
手
続
的
保
障
の
一
般
的
規
定
を
置
き
、
三
二
条
が
特
に

．
重
要
な
司
法
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
、
さ
ら
に
三
三
条
以
下
が
特

に
重
要
な
個
別
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
一
条
が
刑
事
手
続
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
刑
事
事

件
だ
け
で
は
な
く
民
事
事
件
や
行
政
事
件
も
対
象
と
す
る
三
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

が
、
な
ぜ
次
に
置
か
れ
て
い
る
か
、
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
ま

た
、
ゴ
ニ
条
は
「
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な

い
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
適
用
対
象
を
自
由
権
規
制
の
場
合
に

限
定
す
ぺ
き
で
な
い
の
で
は
な
い
か
。
人
権
の
横
極
的
な
保
障
と

観
念
さ
れ
る
場
合
を
含
め
て
、
三
一
条
は
広
く
人
権
の
手
続
的
保

障
を
要
求
し
て
い
る
と
見
る
ぺ
き
で
あ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て

は
、
人
権
の
規
制
と
保
障
は
裏
腹
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
区
別
は

実
際
上
あ
ま
り
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
稜
極
的
な
人
権

保
障
と
観
念
さ
れ
る
社
会
権
や
受
益
権
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
的

保
障
を
排
除
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

　
三
三
条
以
下
の
規
定
は
、
そ
の
文
言
か
ら
し
て
、
主
と
し
て
刑

事
手
続
に
関
す
る
も
の
と
見
ら
れ
、
ま
た
司
法
手
続
と
か
か
わ
り

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
ぺ
て
刑
事
手
続
に
関
す
る
規
定
と

断
定
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
例
え
ぱ
、
拷
問
の
禁
止
（
三
六
条
前

半
）
は
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
他
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
三
一
条
は
す
べ
て
の
手
続
に
お
け
る
適
法
手

続
主
義
の
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
正
当
な
法

の
手
続
に
よ
ら
な
い
で
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
」
と
す
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
五
条
と
、
墓
本
的
に

同
一
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

非
刑
事
手
続
に
関
し
て
も
発
展
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
、

正
面
か
ら
間
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
3
　
三
一
条
と
刑
事
手
続

　
三
一
条
が
人
権
の
手
続
的
保
障
に
関
す
る
一
般
的
規
定
で
あ
る

と
す
れ
ぱ
、
手
続
の
種
類
に
応
じ
た
多
様
な
適
法
手
続
が
保
障
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
従
来
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
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ぱ
、
日
本
国
憲
法
の
場
合
、
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
、
多
く
の

個
別
規
定
。
が
置
か
れ
て
い
。
る
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
適
法
手
続
主

義
が
、
、
他
の
手
続
に
類
推
適
用
さ
。
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
総
則
で
あ

る
三
一
条
は
多
様
な
手
続
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

三
三
条
以
．
下
の
各
則
も
適
用
の
可
能
性
を
狭
く
刑
事
手
続
に
隈
定

す
ぺ
き
理
由
は
な
い
。
個
別
規
定
の
性
質
に
応
じ
て
、
具
体
的
に

判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
拷
問
の
禁
止
は
、

刑
事
手
続
に
隈
ら
ず
、
一
す
べ
て
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
供
述
拒
否
権
は
結
果
と
し
て
刑
事
手
続
と
か
か
わ
る
が
、
保

障
さ
れ
る
手
続
は
刑
事
手
続
に
隈
ら
な
い
。
個
別
手
続
規
定
に
つ

い
て
多
様
な
手
続
に
対
し
て
適
用
・
類
推
適
用
を
呉
体
的
に
検
討

　
　
　
　
　
＾
9
）

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
が
直
接
対
象
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
刑
事
手
続
に
つ
い
て

見
る
と
、
三
一
条
は
そ
の
す
べ
て
の
段
階
を
対
象
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
の
手
続
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
・
刑
事
予
続
に
つ
い
て
も
、
被
凝
者
・
被
告
人
の
段
階
に

限
定
す
べ
。
壱
理
由
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
三
条
は
、
適
法

手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ぱ
、
「
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又

は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
刑
事
手
続

に
づ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
刑
罰
権
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
段
階

を
茎
言
上
対
象
に
し
て
い
る
。
被
凝
者
に
な
る
前
の
段
階
を
排
除

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
判
決
確
定
後
、
刑
の
執
行
過
程
、

刑
罰
か
ら
の
解
放
に
至
る
段
階
も
合
む
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
手
続
の
性
楕
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
手
続

の
ど
の
よ
う
な
段
階
に
い
る
「
何
人
」
に
対
し
て
も
、
適
法
手
続

が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　
三
一
条
を
前
提
に
し
た
各
則
に
お
い
て
も
、
被
疑
者
に
な
る
前

の
段
階
に
お
い
て
、
三
八
条
一
項
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
な
る

恐
れ
の
あ
る
供
述
義
務
者
に
供
述
拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
。
被

告
人
で
な
く
な
っ
た
後
の
段
階
に
つ
い
て
、
有
罪
判
決
確
定
の
場

合
、
三
六
条
後
半
は
受
刑
者
に
対
す
る
「
残
虐
な
刑
罰
」
の
執
行

を
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
刑
事
手
続
を
対
象
と
し
た
規
定

で
は
な
い
が
、
一
八
条
は
、
「
奴
隷
的
拘
束
」
や
、
「
犯
罪
に
因
る

処
罰
の
場
合
」
と
は
言
え
な
い
「
意
に
反
す
る
苦
役
」
を
受
刑
者

に
対
し
て
も
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
罪
判
決
確
定
の
場
合
に

つ
い
て
、
四
〇
条
は
刑
事
補
償
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

憲
法
は
各
則
に
お
い
て
も
、
被
凝
者
・
被
告
人
と
な
っ
て
い
な
い

段
階
に
つ
い
て
規
定
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
被
凝
者
に
な
る
前
の
主
体
と
し
て
、
各
種
の
手
続
に

お
け
る
供
述
義
務
者
を
と
り
あ
げ
、
被
告
人
で
な
く
な
っ
た
後
の
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（69）　刑事手続に関する憲法規定における人権主体について

主
体
と
し
て
、
受
刑
者
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

＝
　
供
述
拒
否
権

　
1
　
多
数
説
・
判
例
の
立
場

　
憲
法
三
八
条
一
項
は
、
「
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を

強
要
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
供
述
拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
。

「
こ
の
保
陣
は
、
主
と
し
て
刑
事
被
告
人
、
被
凝
者
の
供
述
に
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聖

け
ら
れ
る
が
、
証
人
の
供
述
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
。
」

　
「
自
己
に
不
利
益
な
供
述
」
と
は
、
「
本
人
の
刑
事
賛
任
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

る
不
利
益
な
供
述
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
「
け
だ
し
、
本
条
は
、

規
定
の
位
置
か
ら
い
つ
て
も
、
第
二
項
・
第
三
項
と
の
関
係
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

い
つ
て
も
、
あ
き
ら
か
に
刑
事
に
関
す
る
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
」

と
す
る
。
「
何
人
も
刑
事
事
件
に
お
い
て
自
己
に
不
利
益
な
証
人

に
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
」
と
す
る
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正

五
条
の
規
定
が
背
景
に
あ
る
と
見
る
。
日
本
国
憲
法
三
八
条
一
項

は
、
自
己
帰
罪
に
対
す
る
特
権
（
肩
才
ま
o
q
o
晶
巴
易
一
m
警
－
巨
邑
－

昌
一
量
ま
昌
）
を
規
定
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
。
判
例
も
同
様
の
立

　
　
　
　
　
＾
B
）

場
を
と
っ
て
い
る
。

　
証
人
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
一
四
六
条
は
、
「
何
人
も
、
自

己
が
刑
事
訴
追
を
受
け
、
ま
た
は
有
罪
判
決
を
受
け
る
虞
の
あ
る

莚
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
L
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
以
上

の
趣
旨
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
規
定
が
、

民
事
訴
訟
法
二
八
○
条
、
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言

等
に
関
す
る
法
律
四
条
に
も
置
か
れ
、
供
述
拒
否
権
が
非
刑
事
手

続
に
お
け
る
証
人
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　
刑
事
訴
訟
法
は
、
被
告
人
に
つ
い
て
三
一
一
条
一
項
に
お
い
て
、

「
被
告
人
は
、
終
始
沈
黙
し
、
又
は
個
々
の
質
間
に
対
し
、
供
述

を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
被
凝
者
に
つ
い
て
一
九
八
条
二

項
に
お
い
て
、
「
自
己
の
意
思
に
反
し
て
供
述
を
す
る
必
要
が
な

い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
被
告
人
・
被
疑
者
は
、
「
自
己
に
不
利

益
な
供
述
」
に
隈
ら
ず
、
一
切
の
供
述
の
義
務
が
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
憲
法
が
直
接
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ

の
趣
旨
を
法
律
に
よ
っ
て
拡
張
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

＾
”
）

な
る
。

　
前
述
の
判
例
は
、
被
告
人
の
供
述
拒
否
権
に
つ
い
て
も
、
本
人

の
刑
薙
責
任
に
関
す
る
不
利
益
な
供
述
に
関
す
る
も
の
と
す
る
理

解
を
前
提
に
し
て
、
「
氏
名
の
。
こ
と
き
は
、
原
則
と
し
て
こ
こ
に

い
わ
ゆ
る
不
利
益
な
事
項
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。

氏
名
に
つ
い
て
の
供
述
拒
否
権
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念
）

う
な
立
場
を
支
持
す
る
学
説
も
多
い
。
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一橘論撞第99巻第4号（70）

　
非
刑
事
手
続
に
お
い
て
供
述
義
務
が
課
さ
れ
、
義
務
違
反
に
対

し
て
刑
罰
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ぱ
、

麻
薬
取
締
法
三
七
条
な
い
し
四
〇
条
、
七
〇
条
一
〇
号
は
麻
薬
取

扱
者
に
記
帳
を
義
務
づ
け
、
遺
路
交
通
法
七
二
条
一
項
後
段
、
一

一
九
条
一
項
一
〇
号
は
運
転
者
に
対
し
て
響
察
官
へ
の
交
通
事
故

の
報
告
を
要
求
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9

　
判
例
は
、
記
帳
義
務
の
承
諾
や
不
利
益
事
項
の
不
存
在
な
ど
を

理
由
に
、
供
述
損
否
権
の
成
立
を
否
定
し
て
き
た
。
非
刑
事
手
続

に
お
け
る
供
述
拒
否
権
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
態
度
は
、

刑
事
手
続
に
お
け
る
被
告
人
・
被
疑
者
を
中
心
に
し
て
供
述
拒
否

権
の
主
体
を
と
ら
え
る
立
場
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

供
述
拒
否
権
の
主
体
を
証
人
に
ま
で
拡
大
し
て
も
、
非
刑
事
手
続

に
お
け
る
各
種
の
供
述
義
務
者
に
ま
で
は
広
げ
よ
う
と
し
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
判
例
は
川
崎
民
商
事
件
に
お
い
て
、
非
刑

事
手
続
に
お
い
て
も
、
「
実
質
上
、
刑
事
資
任
追
及
の
た
め
の
資

料
の
取
得
収
集
に
直
接
結
び
つ
く
作
用
を
一
般
的
に
有
す
る
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
畠
〕

続
」
に
、
供
述
拒
否
権
の
保
障
は
及
ぷ
と
す
る
判
断
を
示
し
た
。

た
だ
し
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
手
続
が
そ
の
よ
う

な
準
刑
事
手
続
的
手
続
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
供
述
拒
否
権
の

成
立
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
判
例
を
前
提
に
し
て
、
行
政

手
続
で
あ
る
税
務
調
査
に
お
い
て
、
供
述
拒
否
権
の
成
立
を
承
認

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

す
る
判
決
も
出
さ
れ
た
。

　
学
説
も
多
く
が
、
非
刑
事
手
続
に
お
け
る
供
述
拒
否
権
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

て
消
極
的
な
判
例
の
態
度
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
川
崎
民
商
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

最
高
裁
判
決
以
降
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
が
多
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
多
数
説
・
判
例
の
立
場
は
、
不
利
益
供
述
拒
否

権
の
主
体
を
主
と
し
て
被
告
人
・
被
疑
者
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
根

本
的
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
被
告
人
・
被
疑
者
で
も
、

「
自
己
に
不
利
益
な
供
述
」
で
な
け
れ
ぱ
、
憲
法
上
は
供
述
を
「
強

要
」
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
刑
事
訴
訟
法
等
の
法
律
を
改

正
し
て
、
被
告
人
・
被
疑
者
に
も
供
述
義
務
を
課
し
た
上
で
、
証

人
と
同
様
に
、
供
述
拒
否
権
の
範
囲
を
、
本
人
の
刑
事
貴
任
に
関

す
る
不
利
益
な
供
述
に
隈
定
す
る
こ
と
も
、
憲
法
三
八
条
一
項
か

ら
は
可
能
に
な
る
。
実
際
に
も
、
被
凝
者
に
対
す
る
供
述
拒
否
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

告
知
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
制
隈
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
2
　
供
述
拒
否
権
の
主
体

　
供
述
損
否
権
の
主
体
に
つ
い
て
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
犯
人
の
追
及
に
最
高
の
価
値
を
置

く
実
体
的
真
実
主
義
の
下
で
、
古
く
は
被
皆
人
に
供
述
義
務
が
課
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（71）　刑事手続に関する憲法規定における人権主体について

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
犬
陸
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
近
代
社
会
の
中
で
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権

の
最
大
限
尊
重
を
要
求
す
る
適
法
手
続
主
義
の
考
え
が
と
ら
れ
、

被
告
人
は
供
述
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
不
利
益
供
述
に
隈
ら
ず
、
そ
も
そ
も
一
切
の
供
述
を
拒
否
で

き
る
権
利
が
成
立
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
強
行
手
段
の
な
い
供
述
義
務
（
真

実
義
務
）
と
い
う
考
え
か
た
が
現
在
ま
で
残
り
、
日
本
で
も
旧
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

事
訴
訟
法
の
下
で
は
同
様
の
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
た
。
不
利
益
供

述
拒
否
権
の
主
体
を
被
告
人
と
そ
れ
に
準
ず
る
被
疑
者
を
中
心
に

し
て
と
ら
え
る
考
え
か
た
は
、
被
告
人
の
供
述
義
務
と
い
う
、
実

体
的
真
実
主
義
の
残
存
を
無
自
覚
に
基
礎
に
置
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
不
利
益
供
述
拒
否
権
は
一
般
的
な
供
述
義
務
を
論
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

に
前
提
に
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
の
供
述
義
務

は
否
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
あ
る
と
漢
然
と
考
え
た
上
で
、

そ
の
例
外
と
し
て
不
利
益
供
述
だ
け
は
拒
否
で
き
る
と
考
え
る
わ

け
で
あ
る
。

　
日
本
国
憲
法
の
論
理
の
下
で
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
九

条
の
思
想
・
良
心
の
自
由
は
精
神
的
自
由
権
を
包
括
的
・
原
則
的

に
保
障
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
の
限
定
も
な
し
に
、
「
恩

想
及
ぴ
良
心
の
自
由
L
を
保
障
し
、
思
想
や
良
心
が
宗
教
（
二
〇

条
）
・
表
現
（
二
一
条
）
・
学
問
（
二
三
条
）
・
教
育
（
二
六
条
）

等
に
か
か
わ
る
か
ど
う
か
を
一
切
問
題
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
中
で
一
九
条
の
固
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、

「
恩
想
及
ぴ
良
心
」
と
い
う
文
言
か
ら
見
て
、
人
椿
と
の
か
か
わ

り
の
強
い
内
心
の
自
由
・
沈
黙
の
自
由
で
あ
り
、
絶
対
的
保
障
を

受
け
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
こ
で
直
接
に
間
題
に
す
べ
き

な
の
は
、
人
楕
と
の
か
か
わ
り
の
強
く
な
い
事
実
に
関
し
て
、
沈

黙
す
．
る
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
，
は
、
表
現
し
な
い
自
由
と
し
て
、
二

一
条
の
表
現
の
自
由
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
他
者
と
の
関
係
を

持
ち
、
人
格
と
の
か
か
わ
り
も
強
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

相
対
的
保
障
を
受
け
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
、
各
種
の
手
続
に

お
け
る
証
言
義
務
（
刑
事
訴
訟
法
一
四
三
条
、
民
事
訴
訟
法
二
七

．
一
条
、
議
院
証
言
法
一
条
）
の
よ
う
な
供
述
義
務
が
、
表
現
し
な

い
自
由
と
い
う
憲
法
上
の
人
権
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
課
さ
れ

う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
例
外
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
、
適
法
手
続
主
義
（
一
一
二
条
）
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
一
一
＝
一

条
）
、
証
人
審
問
・
喚
間
権
（
三
七
条
二
項
）
、
国
政
調
査
権
（
六
．

二
条
）
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
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一橘論叢 第99巻 第4号（72）

　
人
権
の
最
大
隈
尊
重
の
原
則
（
二
二
条
）
を
基
礎
に
し
て
、
三

一
条
は
実
体
的
真
実
主
義
を
否
定
し
て
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

権
の
最
大
隈
尊
重
を
要
求
す
る
適
法
手
続
主
義
を
採
用
し
た
。
適

法
手
続
主
義
の
下
で
当
事
者
主
義
が
採
ら
れ
、
被
疑
者
・
被
告
人

は
捜
査
官
・
検
察
官
と
対
等
の
当
事
者
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
捜
査
は
任
意
捜
査
が
原
則
で
あ
り
（
刑
事

訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
）
、
強
制
処
分
で
あ
る
逮
捕
も
、
取
調
の

手
段
で
は
な
い
。
被
疑
者
は
取
調
に
応
ず
る
義
務
は
そ
も
そ
も
な

く
（
刑
事
訴
訟
法
一
九
八
条
一
項
）
、
身
柄
を
拘
東
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
調
室
に
出
頭
す
る
義
務
も
な
い
。
被
凝

者
・
被
告
人
は
一
般
の
国
民
と
異
な
り
、
創
己
の
事
件
に
関
し
て

一
方
的
に
証
人
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
垂
言
義
務
と
い
う

例
外
な
し
に
、
憲
法
上
の
原
則
通
り
、
表
現
し
な
い
自
由
と
し
て
、

包
括
的
供
述
拒
否
権
が
保
陣
さ
れ
る
。

　
三
八
条
一
項
は
、
「
供
述
を
強
要
」
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち

莚
言
義
務
の
よ
う
な
供
述
義
務
を
課
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
直

接
に
は
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
供
述
義
務
の

例
外
と
し
て
、
「
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
」
権

利
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
は
供
述
義
務
者
の
不
利
益
供
述
拒
否

権
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
「
供
述
を
強
要
」
さ
れ
な

い
場
合
、
言
い
換
え
れ
ぱ
、
供
述
義
務
を
課
さ
れ
な
い
場
合
が
存

在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
三
一
条
の
適
法
手
続
主
義
・

当
事
者
主
義
を
基
礎
に
置
け
ぱ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
と
は
被
凝

者
・
被
告
人
の
包
括
的
供
述
拒
否
権
に
他
な
ら
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
三
八
条
一
項
は
直
接
に
は
供
述
義
務
者
の
不
利
益

供
述
拒
否
権
を
、
前
提
と
し
て
被
疑
者
・
被
告
人
の
包
括
的
供
述

拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
供
述
す
る
こ

と
自
体
を
拒
否
で
き
る
被
疑
者
・
被
告
人
の
包
括
的
供
述
拒
否
権

と
、
一
般
的
な
供
述
義
務
を
前
提
と
し
た
供
述
義
務
者
の
不
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
〕

供
述
拒
否
権
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
供
述
拒
否
権
は
、
憲
法
上
の
例
外
と
し
て
の
供
述

義
務
を
排
除
し
、
原
則
と
し
て
の
表
現
し
な
い
自
由
・
精
神
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
四
〕

由
権
を
呉
体
的
に
保
陣
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
3
　
供
述
拒
否
権
の
対
象

　
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
し
て
、
「
自
己
に
不
利
益
な
供

述
」
は
、
多
数
説
の
よ
う
に
、
本
人
の
刑
事
責
任
と
結
び
つ
け
る

必
要
が
あ
る
。
刑
事
責
任
の
追
及
は
最
も
厳
し
い
人
権
制
隈
で
あ

り
、
そ
の
危
険
が
供
述
義
務
の
履
行
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
場
合
に
は
、
供
述
制
度
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
公
共
目
的
や
、
そ
の
背
後
に
あ
る
他
人
の
人
権
が
、
制
限
さ
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（73）　刑事手続に関する憲法規定における人櫨主体について

れ
て
も
や
む
を
え
な
い
。
三
八
条
一
項
は
、
被
凝
者
・
被
告
人
の

権
利
保
障
を
前
提
に
し
つ
つ
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
と
は
隈
ら
な

い
供
述
義
務
者
の
権
利
を
直
接
に
は
保
障
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
刑
事
費
任
に
関
す
る
不
利
益
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
手

続
に
関
す
る
規
定
の
間
に
、
こ
の
規
定
が
置
か
れ
た
こ
と
が
説
明

さ
れ
る
。
ま
た
、
刑
事
貴
任
に
関
す
る
不
利
益
に
限
定
す
る
こ
と

は
、
証
言
の
よ
う
な
供
述
制
度
を
維
持
し
て
い
く
上
で
必
要
で
あ

＾
3
0
）

る
。

　
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ぱ
、
「
自
己
に
不
利
益
な
供
述
」
と
は
、

自
己
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
供
述
と
見
る
ぺ
き
で
あ
る
。
自
己
の

刑
事
事
件
に
つ
い
て
も
、
本
人
の
刑
事
責
任
に
不
利
益
な
も
の
と

そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
「
自
己
に
不

利
益
な
供
述
」
に
つ
い
て
、
規
定
の
上
で
直
接
の
限
定
は
な
く
、

規
定
の
位
置
と
性
樒
か
ら
来
る
制
約
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

供
述
義
務
者
は
、
将
来
あ
り
う
る
自
己
の
刑
事
事
件
に
関
し
て
不

利
益
供
述
拒
否
権
を
、
被
疑
者
・
被
告
人
は
、
現
在
あ
る
自
己
の

刑
事
事
件
に
関
し
て
包
括
的
供
述
拒
否
権
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
供
述
義
務
者
の
不
利
益
供
述
拒
否
権

と
被
疑
者
・
被
告
人
の
包
括
的
供
述
拒
否
権
に
つ
い
て
、
区
別
し

つ
つ
、
一
つ
の
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
統
一

的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
氏
名
に
関
す
る
被
疑
者
・

被
告
人
の
供
述
拒
否
権
も
、
当
然
認
め
ら
れ
る
。

　
現
行
刑
事
訴
訟
法
等
は
被
疑
者
・
被
告
人
に
対
し
て
包
括
的
供

述
拒
否
権
を
、
証
人
に
対
し
て
刑
事
責
任
に
関
す
る
不
利
益
供
述

拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
憲
法
の
趣
旨
を
適

切
に
表
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
改
正
し
て
、

被
疑
者
・
被
告
人
の
供
述
拒
否
権
の
対
象
を
不
利
益
供
述
に
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
。

　
4
　
非
刑
事
手
続
に
お
け
る
供
述
拒
否
権

　
以
上
の
よ
う
に
、
不
利
益
供
述
拒
否
権
が
自
己
の
刑
事
事
件
に

関
す
る
供
述
義
務
者
の
権
利
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
供
述
拒
否
権
が

適
用
さ
れ
る
手
続
の
種
類
は
問
題
で
は
な
く
、
刑
事
手
続
に
隈
定

す
る
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
五
条
は
不
利
益
供
述
拒
否
権
を
「
刑
事
事

件
に
お
い
て
」
（
ぎ
陣
ξ
O
ユ
ま
畠
－
S
器
）
保
障
し
て
い
る
が
、

＾
㏄
）

判
例
は
古
く
か
ら
手
続
の
性
格
を
問
題
に
せ
ず
に
適
用
し
て
き
た
。

こ
の
「
刑
事
事
件
」
は
、
供
述
を
強
要
さ
れ
る
手
続
で
は
な
く
、

供
述
の
結
果
と
し
て
刑
事
責
任
が
閲
わ
れ
る
将
来
の
手
続
と
と
ら

　
　
＾
3
3
）

え
ら
れ
る
。
学
説
で
も
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
「
す
べ
て
の
種
類
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脇
〕

続
」
（
巳
＝
量
昌
實
o
－
召
o
o
8
皇
奏
㎝
）
へ
の
適
用
を
主
張
す
る
。
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日
本
で
も
同
様
の
見
解
を
と
る
掌
説
は
以
前
か
ら
存
在
し
、
三

八
条
一
項
は
「
刑
事
貴
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
刑
事
責
任

に
関
す
る
不
利
益
な
供
述
の
強
要
禁
止
は
か
な
ら
ず
し
も
刑
事
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
班
〕

続
に
か
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
不
利
益
供
述
拒
否
権
の

中
心
的
な
主
体
を
被
疑
者
・
被
告
人
と
見
る
多
数
説
で
も
、
民
事

事
件
や
国
政
調
査
手
続
に
お
け
る
証
人
へ
の
適
用
を
肯
定
し
、
既

に
適
用
を
刑
事
手
続
に
隈
定
し
て
い
な
い
。

　
手
続
の
種
類
が
問
題
で
な
い
と
す
れ
ぱ
、
行
政
手
続
に
も
当
然

適
用
さ
れ
る
。
類
推
適
用
や
準
用
で
は
な
い
。
「
民
事
手
続
に
お

い
て
も
、
行
政
機
関
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
『
何
人
も
』
自
已
の

刑
事
貴
任
に
関
す
る
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
の
で
あ

＾
筆

る
。
」
以
上
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ぱ
、
非
刑
事
手
続
へ
の
適

用
を
準
刑
事
手
続
的
手
続
に
隈
る
判
例
の
立
場
は
、
学
説
に
資
任

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
憲
法
三
八
条
一
項
の
誤
解
に
も
と
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

も
の
と
し
を
言
い
よ
う
が
な
い
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
．

　
非
刑
事
手
続
、
特
に
行
政
手
続
へ
の
適
用
の
例
外
と
し
て
、
「
記

帳
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
文
書
」
（
寄
8
乙
竃
8
巨
H
a
ざ
σ
Φ
庁
①
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
）

の
法
理
や
、
「
他
の
国
民
の
人
権
保
障
に
緊
急
か
つ
明
白
な
危
険
」

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
凝
問
が
あ
る
。
そ
れ
自

体
精
神
的
自
由
権
に
対
す
る
重
大
な
制
約
で
あ
る
供
述
義
務
の
場

面
で
、
最
も
厳
し
い
人
権
制
限
で
あ
る
刑
事
賛
任
追
及
の
危
険
が

生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
供
述
制
度
に
よ
っ
て
実

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
公
共
目
的
や
そ
の
背
後
に
あ
る
他
人
の
人

権
も
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
が
供
述
拒
否
権
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、

重
大
な
憲
法
目
的
に
奉
仕
す
る
裁
判
や
国
政
調
査
の
手
続
に
は
あ

て
は
ま
っ
て
も
、
行
政
手
続
に
は
及
ぱ
な
い
の
か
。
実
際
に
多
く

の
国
民
が
供
述
拒
否
権
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
面
は
、
大

部
分
が
行
政
手
続
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
重
大
な
例
外
を

認
め
る
こ
と
は
、
供
述
拒
否
権
の
多
く
を
帳
消
し
に
す
る
に
等
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

い
。
疑
問
を
出
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
三
八
条
一
項
は
、
現
在
の
被
凝
者
・
被
告
人

の
包
播
的
供
述
拒
否
権
と
と
も
に
、
将
来
被
疑
者
・
被
告
人
に
な

る
恐
れ
の
あ
る
供
述
義
務
者
の
不
利
益
供
述
拒
否
権
を
保
障
し
て

い
る
。
被
疑
者
に
な
る
前
の
供
述
義
務
者
に
も
本
来
適
用
が
あ
る
。

一
一
一
受
刑
者

有
罪
判
決
が
確
定
し
、
被
告
人
で
な
く
な
っ
た
後
の
受
刑
者
に

つ
い
て
、
自
由
刑
を
中
心
に
し
て
、
検
討
し
た
い
。

　
1
　
受
刑
者
に
お
け
る
適
法
手
続
主
義
の
原
理

受
刑
者
の
法
酌
地
位
は
、
か
つ
て
は
特
別
権
カ
関
係
論
に
よ
っ
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（75）刑事手続に関する憲法規定における人権主体について

て
公
法
上
の
営
造
物
利
用
関
係
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
議
論

に
よ
れ
ぱ
、
特
別
権
力
関
係
に
お
い
て
は
包
括
的
支
配
権
が
認
め

ら
れ
、
権
利
制
限
に
法
律
の
根
拠
は
不
要
で
あ
り
、
司
法
審
査
権

は
原
則
と
し
て
及
ぱ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
現
在
で
は
一

般
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
人
権
の

最
大
隈
尊
重
の
原
則
（
二
二
条
）
の
下
で
、
法
治
主
義
の
徹
底

（
四
一
条
、
七
六
条
）
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
自
由
刑
の
執
行
を
意
味
す
る
行
刑
は
、
憲
法
学
で
は
通
常
行
政

作
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
一
条

に
関
す
る
現
在
の
多
数
説
に
よ
れ
ぱ
、
本
来
は
被
疑
者
・
被
告
人

を
申
心
的
主
体
と
す
る
刑
事
手
続
に
関
す
る
適
法
手
続
主
義
を
、

行
政
手
続
と
し
て
の
行
刑
に
類
推
適
用
す
る
。
そ
の
上
で
、
行
刑

の
特
殊
性
に
伴
な
う
最
小
限
の
例
外
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
論

理
的
に
は
な
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
受

刑
者
に
関
す
る
適
法
手
続
主
義
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ど
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
類
推
適
用
さ

れ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
で
述
べ
た
よ
う
な
三
一
条
論
か
ら
、
三
一

条
が
人
権
の
手
続
的
保
障
の
総
則
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
保
障

か
ら
受
刑
者
を
除
く
べ
き
理
由
は
な
い
。
行
刑
を
刑
事
手
続
の
一

環
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
、
行
政
手
続
と
し
て
見
よ
う
と
、
三
一

条
の
適
法
手
続
主
義
は
類
推
適
用
で
は
な
く
文
字
通
り
適
用
さ
れ

る
。
多
く
の
手
続
的
・
実
体
的
適
法
手
続
が
間
題
に
さ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
受
刑
者
に
対
し

て
も
当
然
保
障
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
受
刑
者
に
対
す
る
適
法
手
続
主
義
の
適
用
を
具
体
化
し
て
い
く

上
で
、
三
三
条
以
下
の
個
別
規
定
の
う
ち
ど
れ
が
適
用
さ
れ
、
ど

れ
が
類
推
適
用
さ
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
適
用
さ

れ
る
べ
き
若
千
の
規
定
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。
一
八
条
の
奴
隷

的
拘
束
お
よ
び
苦
役
か
ら
の
自
由
は
、
す
ぺ
て
の
人
権
保
障
の
前

提
条
件
で
あ
り
、
人
身
の
自
由
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
条
件
を

示
し
て
い
る
。
前
段
の
「
奴
隷
的
拘
束
」
は
人
樒
を
否
定
す
る
程

の
人
身
の
自
由
の
剥
奪
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
保
障
は
受
刑
者
に
及
ぷ
と
す
る
の
が
通
説
で

　
＾
仙
）

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
後
段
で
は
、
「
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の

意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。
「
犯
罪
に
因

る
処
罰
」
を
受
け
る
受
刑
者
に
は
、
こ
の
規
定
は
関
係
が
な
い
と
、

従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
二
条
の
人
権

の
最
大
隈
尊
重
の
原
理
の
も
と
で
、
「
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
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せ
ら
れ
な
い
」
．
の
が
原
則
で
あ
り
、
「
犯
罪
に
よ
る
処
罰
の
場
合
」

は
そ
の
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。
憲
法
原
理
か
ら
承
認
さ
れ
る
刑
罰

の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
執
行
か
ら
厳
密
に
必
然
化
さ
れ
る
最

小
限
の
人
権
制
限
を
越
え
る
も
の
は
、
「
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場

含
」
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
必
要
な
人
権
制
限
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
1
）

「
意
に
反
す
る
苦
役
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
。

　
ま
た
三
六
条
後
半
は
、
「
残
虐
な
刑
罰
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁

ず
る
」
と
す
る
。
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
に
は
、
意
に
反
す
る

苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
三
六
条
か
ら
残
虐
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

程
度
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
常
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
残
虐
刑
の
禁
止
は
、
ひ
と
り
立
法
及
び
司
法
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
佃
）

で
な
く
、
さ
ら
に
行
刑
に
も
適
用
が
あ
る
」
。
残
虐
刑
の
禁
止
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

受
刑
者
に
も
当
然
適
用
さ
れ
る
。

　
2
　
受
刑
者
へ
の
適
法
手
続
主
義
の
適
用

　
受
刑
者
に
適
法
手
続
主
義
を
適
用
す
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扁
）

本
的
な
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
人
権
の
最
大
限
尊
重
原

理
か
ら
、
受
刑
者
も
他
の
国
民
と
同
様
に
人
権
の
主
体
で
あ
る
の

が
原
則
で
あ
る
。
刑
務
所
収
容
関
係
を
法
律
関
係
と
し
て
構
成
し

た
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
も
、
受
刑
者
の
法
的
地
位
は
原
則
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
伯
）

自
由
な
国
民
と
同
一
で
あ
る
と
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
巡
回
控

訴
裁
判
所
で
も
、
受
刑
者
も
原
則
と
し
て
「
通
常
の
市
民
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

て
の
権
利
を
保
持
す
る
」
と
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
苦
役
の
禁
止
規
定
（
一
八
条
後
段
）
に
よ
っ
て
、
例
外
と
し
て

認
め
ら
れ
る
人
権
制
限
は
、
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
刑
罰
の
執
行

と
し
て
必
然
的
な
も
の
に
限
る
。
自
由
刑
と
し
て
の
懲
役
・
禁

鋼
・
拘
留
の
場
合
、
認
め
ら
れ
る
人
権
制
限
は
、
刑
事
施
設
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
〕

身
柄
の
拘
禁
に
尽
き
る
。
刑
罰
が
予
定
す
る
苦
痛
と
し
て
、
身
柄

の
拘
禁
で
必
要
・
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
処
遇
や
保
安
秩
序
維
持

に
名
を
借
り
た
応
報
的
・
隔
離
的
要
素
は
、
批
判
さ
れ
な
け
れ
ぱ

　
　
＾
細
）

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
身
柄
の
拘
禁
に
つ
い
て
も
、
そ
の
観
念

化
・
抽
象
化
が
必
要
で
あ
り
、
外
部
通
勤
・
週
末
拘
禁
・
開
放
施

設
へ
の
拘
禁
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
身
の
自
由
が
憲
法

上
は
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
杜
会
復
帰
の
た
め
の
刑
務
作
業
（
刑
法
＝
一
条
二
項
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
強
制
の
憲
法
上
の
間
題
を
間
わ
な
い
と
し
て
も
、
一

般
の
国
民
も
有
す
る
勤
労
権
（
憲
法
二
七
条
一
項
）
を
保
障
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
〕

場
と
し
て
、
可
能
な
限
り
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
受
刑
者
の
作

業
種
類
の
選
択
権
、
作
業
報
酬
の
要
求
権
、
国
の
作
業
機
会
の
保

障
義
務
な
ど
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
身
柄
の
拘
禁
以

外
の
人
権
制
限
は
、
身
柄
の
拘
禁
確
保
の
た
め
の
最
小
隈
の
も
の
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を
除
い
て
、
認
め
ら
れ
な
い
。
各
種
の
自
由
権
、
社
会
権
、
受
益

権
、
参
政
権
な
ど
の
人
権
を
原
則
と
し
て
享
受
で
き
る
。
「
集
会

の
自
由
、
結
社
の
自
由
ま
た
は
居
住
・
移
転
・
職
業
選
択
の
自
由

な
ど
…
の
制
限
は
、
拘
禁
と
い
う
事
実
に
直
接
内
在
的
な
も

＾
刮
）の

」
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
り
、

正
当
化
さ
れ
う
る
人
権
制
限
は
、
は
る
か
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。

　
受
刑
者
も
法
治
主
義
原
則
の
下
に
あ
り
、
権
利
制
眼
を
含
む
す

べ
て
の
権
カ
発
動
に
法
律
の
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
受
刑
者
は
裁

判
所
に
権
利
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
権
カ
関
係
論

を
排
除
し
た
上
で
、
し
か
し
、
「
在
監
者
の
集
会
・
結
社
の
自
由

の
制
限
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
関
係
の
設
定
・
存
続
に
直
接

内
在
的
な
権
利
自
由
の
制
約
に
か
ぎ
り
（
何
が
内
在
的
か
の
判
断

は
呉
体
的
に
は
か
な
り
の
困
難
を
と
も
な
う
け
れ
ど
も
）
い
ち
い

ち
法
律
の
根
拠
を
要
し
な
い
」
と
し
、
「
内
部
規
律
の
範
囲
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
馳
）

は
司
法
審
査
権
が
及
ぱ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
修
正
さ
れ
た
特
別
権
カ
関
係
論
で

あ
る
。
直
接
内
在
的
な
権
利
制
限
が
何
か
は
、
論
者
が
承
認
す
る

よ
う
に
、
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

第
一
次
的
責
任
は
刑
事
施
設
当
局
で
は
な
く
、
法
律
が
負
う
は
ず

で
あ
る
。
内
部
規
律
と
一
言
わ
れ
る
も
の
も
、
法
律
に
基
づ
く
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
3
）

裁
量
と
し
て
説
明
が
つ
く
。
専
門
的
判
断
の
必
要
性
か
ら
、
裁
量

の
広
さ
が
一
般
的
に
強
調
さ
れ
る
が
、
密
室
に
お
け
る
人
権
侵
害

の
危
険
性
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
強
調
に
逆
に
疑
問
を
出
す
こ
と
も

で
き
る
。
法
治
主
義
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
跳
〕

　
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
そ
の
た
め
の
法
偉
援
助
、
懲
罰
手
続
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
砧
〕

お
け
る
証
拠
に
基
づ
い
た
審
問
、
弁
護
人
依
頼
権
な
ど
も
検
討
さ

れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
受
刑
者
も
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
憲
法
規
定
の
適
用
が
予
定
さ

れ
た
主
体
と
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
に
よ
っ
て
、
被
疑
者
に
な
る
前
の
供
述
義
務
者
が
、
不
利

益
供
述
拒
否
権
の
主
体
で
あ
る
こ
と
、
被
告
人
で
な
く
な
っ
た
後

の
受
刑
者
が
、
適
法
手
続
主
義
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
。
被
疑
者
・
被
告
人
だ
け
で
は
な
く
、
刑
事
手

続
に
お
け
る
全
過
程
の
主
体
に
つ
い
て
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
憲

法
規
定
の
適
用
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と

を
主
張
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
若
干
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
に

過
ぎ
ず
、
検
討
す
べ
き
問
題
は
多
い
。
し
か
し
、
検
討
す
る
た
め
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に
も
、
対
象
を
最
初
か
ら
被
疑
者
・
被
告
人
に
絞
る
の
で
は
な
く
、

議
論
は
開
か
れ
た
性
樒
を
持
つ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
新
入
生
向
け
の
も
の
に
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
ど
う

も
そ
う
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
憲
法
学
の
勉
強

が
少
し
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
浦
田
一
郎
「
刑
事
手
続
と
人
権
」
、
奥
平
康
弘
．
杉
原
泰
雄
編

　
　
『
憲
法
を
学
ぷ
』
、
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
八
五
年
、
一
五
八
、
一
五

　
　
九
、
一
六
七
－
一
七
一
ぺ
ー
ジ
の
中
で
、
二
の
問
題
に
か
か
わ
る
議

　
　
諭
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
元
に
し
て
、
現
時
点
で

　
　
考
え
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
杉
原
泰
雄
「
適
法
手
続
」
、
芦
部
信
喜
編
『
憲
法
皿
人
権
（
2
）
』
、

　
　
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
九
五
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
手
島
孝
「
公
正
手
続
条
項
（
目
本
国
憲

　
　
法
第
三
十
一
条
）
再
論
」
『
法
政
研
究
』
五
一
巻
三
～
四
合
併
号
、

　
　
　
一
五
五
ぺ
ー
ジ
以
下
に
基
本
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
『
註
解
日
本
国

　
　
憲
法
』
・
上
巻
、
一
九
四
八
年
（
旧
版
）
、
三
〇
五
ぺ
1
、
ソ
。
広
岡
隆

　
　
「
法
定
手
続
の
保
障
」
、
田
上
穰
治
編
『
体
系
憲
法
事
典
』
、
青
林
書

　
　
院
新
牡
、
一
九
六
八
年
、
一
一
二
〇
ぺ
1
一
ソ
。
田
上
穣
治
『
日
本
国
憲

　
　
法
原
諭
』
、
青
林
書
院
、
新
版
、
一
九
八
五
年
、
一
四
七
ぺ
ー
、
γ
。

（（（（7654））））
『
註
解
圓
本
国
憲
法
』
（
旧
版
）
、
三
〇
五
ぺ
1
、
ソ
。

手
島
前
掲
一
七
一
、
一
七
二
ぺ
ー
ジ
。

同
一
六
一
～
一
六
八
ぺ
ー
ジ
。

同
ニ
ハ
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
8
）
　
安
念
潤
司
「
憲
法
問
題
と
し
て
の
『
手
続
上
の
権
利
』
」
『
、
ソ
ユ

　
リ
ス
ト
』
八
八
四
号
、
一
九
八
七
年
、
二
五
四
ぺ
ー
ジ
。

（
9
）
　
さ
ら
に
、
適
法
手
続
の
呉
体
的
内
容
は
、
問
題
に
な
。
て
い
る

　
実
体
的
権
利
に
応
じ
て
、
適
切
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
必
要
も
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
窟
塚
祥
夫
「
実
体
的
基
本
権
の
手
続
法
的
機
能

　
（
上
）
（
下
）
」
『
東
京
都
立
犬
学
法
学
会
雑
誌
』
、
二
七
巻
一
号
、
一

　
九
八
六
年
、
二
一
九
ぺ
ー
ジ
以
下
、
二
八
巻
二
号
、
一
九
八
七
年
、

　
一
八
一
ぺ
ー
ジ
以
下
。

（
1
0
）
　
鴨
良
弼
「
自
白
強
要
の
禁
止
」
『
体
系
憲
法
事
典
』
三
二
九
ぺ
，

　
ー
ジ
。
宮
沢
俊
義
（
芦
都
信
喜
補
訂
）
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国

　
憲
法
』
、
目
本
評
論
社
、
全
訂
版
、
一
九
七
八
年
、
＝
二
九
べ
ー
、
ソ
。

　
杉
原
前
掲
二
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
u
一
『
註
解
日
奮
嚢
』
、
一
九
五
三
年
、
上
巻
、
六
六
〇
べ
1
一
一
。

　
宮
沢
・
芦
部
前
掲
三
一
九
ぺ
1
、
ソ
。
鴨
前
掲
三
三
〇
ぺ
1
一
ソ
。

（
1
2
）
　
『
鮭
解
日
本
国
憲
法
』
六
六
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
最
大
判
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
・
二
．
二
〇
刑
集
一
一
二
一
．

　
八
〇
一
一
。

（
1
4
）
　
『
謹
解
日
本
国
憲
法
』
六
六
一
ぺ
ー
ジ
。
鴨
前
掲
三
三
〇
ぺ
■

　
“
て
佐
藤
功
『
憲
法
（
ポ
ケ
ツ
ト
註
釈
全
書
）
』
、
有
斐
閣
、
新
版
、

　
　
一
九
八
三
年
、
五
九
三
べ
ー
ジ
。

（
”
）
　
『
註
解
目
本
国
憲
法
』
六
六
〇
、
六
六
一
ぺ
ー
ジ
。
宮
沢
．
芦

　
都
前
掲
三
一
九
ぺ
ー
ジ
。
佐
藤
前
掲
五
九
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
6
）
　
最
二
小
判
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
．
七
．
ニ
ハ
刑
集
八
．
七
．

　
　
二
五
一
。
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（
1
7
）
　
最
犬
判
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
・
五
・
二
刑
集
一
六
・
五
・

　
四
九
五
。

（
1
8
）
　
最
犬
判
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
・
一
一
二
＝
一
刑
築
二
六
・

　
九
・
五
五
四
。

（
1
9
）
　
最
三
小
判
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
・
三
・
二
七
刑
築
三
八
・

　
五
二
一
〇
三
七
。
浦
田
一
郎
「
税
務
調
査
と
供
述
拒
否
権
」
『
法
学

　
教
室
』
四
八
号
、
一
九
八
四
年
、
八
六
、
八
七
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
2
0
）
　
佐
藤
前
掲
、
旧
版
、
一
九
五
五
年
、
二
四
六
、
二
四
七
ぺ
ー
ジ
。

　
鴨
前
掲
三
三
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
宮
沢
・
芦
部
前
掲
三
二
一
ぺ
ー
ジ
。
佐
藤
前
掲
、
新
版
、
五
九

　
七
ぺ
ー
ジ
。

（
2
2
）
　
平
野
龍
一
「
捜
査
」
、
目
本
刑
法
単
編
『
改
正
刑
事
訴
訟
法
』
、

　
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
、
ヨ
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
2
3
）
　
供
述
拒
否
権
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
平
野
龍
一
「
黙
秘
権
」
『
刑

　
法
雑
誌
』
二
巻
四
号
、
一
九
五
一
年
、
三
九
ぺ
ー
ジ
以
下
。

（
2
4
）
　
囲
宮
裕
「
被
告
人
・
被
疑
者
の
黙
秘
檎
」
、
目
本
刑
法
挙
会
煽

　
『
刑
事
訴
訟
法
講
座
』
、
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
一
巻
、
七
二
、
七

　
一
二
ぺ
1
“
γ
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
鴉
）
　
同
六
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
6
）
　
杉
原
前
掲
一
〇
九
－
一
一
八
ぺ
ー
ジ
。

（
2
7
）
　
平
野
龍
一
『
刑
專
訴
訟
法
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
、
一
〇

　
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
8
）
　
目
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
入
門
』
、
有
信
堂
、
新
版
、
一
九
七
七

　
年
、
一
八
三
ぺ
ー
ジ
。

（
妙
）
　
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
良
心
・
人
間
の
尊
厳
・
表
現
の
自
南
を
守

　
る
手
段
と
し
て
、
供
述
拒
否
権
を
性
格
づ
け
て
い
る
（
高
柳
信
一

　
「
行
政
手
続
と
人
櫓
保
障
」
、
滴
宮
・
佐
藤
繍
『
憲
法
講
座
』
、
有
斐

　
閣
、
一
九
六
三
年
、
二
巻
、
二
七
一
ぺ
ー
ジ
）
。

（
3
0
）
　
杉
原
前
掲
二
一
〇
、
二
一
一
ぺ
ー
ジ
は
、
三
八
条
一
項
が
刑
事

　
手
続
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
証
人
に
つ
い
て
も

　
包
括
的
供
述
拒
否
権
を
帰
結
し
よ
う
と
す
る
。
本
文
に
述
ぺ
た
理
由

　
か
ら
、
こ
の
説
に
は
凝
問
を
持
っ
て
い
喝
。

（
釦
）
　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
被
告
人
に
も
証
人
能
カ
を
与
え
、
自
己
の
利

　
益
の
た
め
に
供
述
拒
否
権
の
放
棄
を
認
め
る
。
こ
の
制
度
を
日
本
国

　
憲
法
の
下
で
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
・
議
論

　
が
あ
る
（
田
宮
「
被
告
人
・
被
疑
者
の
黙
秘
権
」
七
五
ぺ
ー
ジ
。
杉

　
原
前
掲
二
一
二
ぺ
ー
ジ
。
）
。

（
3
2
）
　
O
昌
冨
9
昌
葭
目
く
1
｝
岸
9
8
o
〆
H
志
石
．
ω
’
室
N
（
H
o
o
旨
）
一

　
旨
o
O
凹
篶
す
｝
く
．
＞
H
目
O
阻
9
目
－
N
α
α
d
一
ω
．
ω
阜
（
H
Φ
N
企
）
．

（
3
3
）
　
平
野
「
黙
秘
檎
」
六
六
ぺ
ー
ジ
。

（
3
4
）
　
－
昌
目
国
雪
｛
峯
村
昌
o
H
9
同
く
巨
竃
8
ぎ
雪
邑
㎜
閏
“
8
冒
昌
9

　
5
き
炭
O
箒
昌
し
ま
H
一
く
二
一
吻
S
員
旧
．
竃
N
．

（
お
）
　
『
誼
解
日
本
国
憲
法
』
六
六
一
ぺ
ー
ジ
。
高
柳
前
掲
二
六
九
、

　
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
3
6
）
　
『
註
解
目
本
国
憲
法
』
六
六
一
ぺ
ー
ジ
。
滴
宮
四
郎
編
『
憲
法

　
事
典
』
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
二
年
、
二
二
四
ぺ
ー
ジ
。
囲
宮
前

　
掲
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
〃
）
　
浦
部
法
穂
「
適
正
手
続
」
、
犬
須
賀
明
他
編
『
憲
法
判
例
の
研

533



一橋論叢　第99巻　第4号　（80）

　
究
』
、
敬
文
堂
、
一
九
八
二
年
、
四
五
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
8
）
　
杉
原
前
掲
二
一
五
ぺ
ー
ジ
。

（
犯
）
　
『
註
解
日
本
国
憲
法
』
六
六
三
、
六
六
四
ぺ
ー
ジ
は
、
「
『
不
利

　
益
な
供
述
拒
否
権
』
に
関
す
る
限
り
、
憲
法
と
の
関
係
で
、
罰
則
の

　
適
用
が
当
然
に
制
限
さ
れ
る
」
と
し
、
記
帳
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
文

　
書
の
法
理
に
も
疑
間
を
提
出
し
て
い
る
。

（
4
0
）
　
『
註
解
目
本
国
憲
法
』
三
九
五
ぺ
ー
ジ
。

（
4
1
）
　
な
お
、
「
意
に
反
す
る
苦
役
」
は
、
「
強
制
労
役
ま
た
は
そ
れ
に

　
準
ず
る
よ
う
な
隷
属
状
態
」
（
宮
沢
俊
義
『
憲
法
皿
』
、
有
斐
閣
、
新

　
版
、
一
九
七
一
年
、
三
三
四
ぺ
ー
ジ
。
）
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
尊
重
の
理
念
（
二
＝
条
前
段
）
を
有
す
る

　
憲
法
の
下
で
、
労
働
は
本
来
強
制
に
親
し
ま
な
い
性
格
を
持
っ
て
い

、
る
と
冨
う
ぺ
き
で
は
な
い
か
。
労
働
の
強
制
は
、
人
格
を
否
定
す
る

　
程
の
人
身
の
自
由
の
剥
奪
に
他
な
ら
ず
、
ま
さ
に
「
奴
隷
的
拘
束
」

　
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
労
働
の
強
制
は
、

　
「
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
」
に
も
、
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と

　
に
な
る
。
「
意
に
反
す
る
苦
役
」
は
、
人
身
の
自
由
に
対
す
る
例
外

　
と
し
て
、
「
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
」
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
制

　
隈
で
あ
る
。
そ
れ
は
刑
事
施
設
へ
の
身
柄
の
拘
禁
と
い
う
こ
と
に
な

　
る
は
ず
で
あ
る
。
圓
本
国
憲
法
の
下
で
、
一
般
の
国
民
と
同
様
に
受

　
刑
者
の
場
合
に
も
、
労
働
は
権
利
と
し
て
構
成
で
き
る
が
、
強
制
で

　
き
る
義
務
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
（
二
七
条
一
項
）
。

　
「
定
役
に
服
す
」
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
懲
役
（
刑
法
二
一
条
二
項
）

　
が
、
憲
法
上
問
題
が
な
い
か
ど
う
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

　
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

（
4
2
）
　
『
註
解
日
本
国
憲
法
』
三
九
五
ぺ
ー
ジ
。

（
4
3
）
　
同
六
三
七
ぺ
ー
ジ
。
小
林
直
樹
『
憲
法
講
義
』
、
東
京
犬
学
出

　
版
会
、
新
版
、
一
九
八
○
年
、
上
巻
、
四
八
六
べ
ー
ジ
。
室
井
力

　
「
拷
問
お
よ
び
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
」
、
有
倉
・
小
林
編
『
基
本
法
コ

　
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
）
、
三
版
、
一
九
八
六

　
年
、
一
六
二
ぺ
ー
ジ
。

（
4
4
）
　
ア
メ
リ
カ
で
は
「
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
」
禁
止
条
項
か
ら
、
「
残

　
酷
で
異
常
な
環
境
に
あ
る
刑
務
所
に
は
監
禁
さ
れ
な
い
と
い
う
権

　
利
」
が
引
き
出
さ
れ
、
種
々
の
司
法
的
救
済
が
試
み
ら
れ
て
い
る

　
（
井
上
典
之
「
合
象
国
憲
法
修
正
八
条
と
受
刑
者
の
権
利
に
つ
い
て

　
－
『
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
』
禁
止
条
項
の
展
開
を
中
心
に
1
」

　
『
阪
大
法
学
』
二
二
六
号
、
一
九
八
五
年
、
七
七
ぺ
ー
ジ
以
下
。
）
。

（
軸
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
福
田
雅
章
「
処
遇
権
の
基
礎
（
一
）
」
『
刑

　
法
雑
誌
』
二
五
巻
一
号
、
一
九
八
二
年
、
一
七
四
ぺ
ー
ジ
は
、
①
自

　
由
の
推
定
の
原
則
、
②
比
例
原
則
、
③
法
治
主
義
の
原
則
を
挙
げ
る
。

　
こ
れ
を
基
礎
に
考
え
て
み
た
。

（
4
6
）
　
室
井
カ
『
特
別
権
カ
関
係
論
』
、
動
草
書
房
、
一
九
六
八
年
、

　
四
一
一
ぺ
ー
ジ
o

（
4
7
）
　
O
o
彗
目
く
．
宛
9
o
】
一
曽
『
o
－
H
舎
ω
　
司
一
N
旦
　
阜
壮
少
　
阜
阜
伽
　
（
ひ
“
ブ
　
O
早

　
岩
主
）
1

（
4
8
）
　
福
田
雅
章
「
受
刑
者
の
法
的
地
位
」
、
沢
堂
俊
雄
他
編
『
刑
事

　
政
策
』
、
蒼
林
社
、
一
九
八
五
年
、
二
四
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
4
9
）
　
同
二
四
二
ぺ
ー
ジ
。

435



〈81）刑事手続に関する憲法規定における人権主体について

（
5
0
）
　
吉
岡
一
男
「
刑
務
作
業
」
、
前
掲
『
刑
事
政
策
』
二
九
二
、
二

　
九
三
ぺ
ー
“
て

（
“
）
　
室
井
前
掲
四
一
七
ぺ
ー
ジ
。

（
的
）
　
芦
都
信
喜
「
公
務
員
と
人
権
」
、
清
宮
四
郎
他
編
『
新
版
憲
法

　
演
習
』
、
有
斐
閣
、
改
訂
版
、
一
九
八
七
年
、
一
七
一
ぺ
ー
ジ
。

（
“
）
　
室
井
前
掲
四
一
四
ぺ
ー
ジ
。

（
5
4
）
　
吉
田
敏
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
受
刑
者
の
権
利
」
『
ジ
’
リ

　
ス
ト
』
五
四
六
号
、
一
九
七
三
年
、
一
一
五
ぺ
ー
ジ
。

（
肪
）
　
福
田
雅
章
「
行
刑
問
題
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
与
」
『
一
橋
論

　
叢
』
七
一
巻
一
号
、
一
九
七
四
年
、
六
三
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
学
教
授
）
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